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野村アセットマネジメント株式会社 
 
 

R&I顧客満足大賞 2024 
「総合」部門 最優秀賞と「投信」部門 優秀賞を受賞 

 
 
野村アセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長:小池広靖、以下「当社」）は、R&I（株式会

社格付投資情報センター）が実施した「R&I顧客満足大賞 2024（以下、「当賞」）」において「総合」部門 

最優秀賞と「投信」部門 優秀賞を受賞しました。 
 
当賞は、「顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）」が問われる中で、投信や年金運

用の世界で、優れた運用成績の商品や豊富な情報の提供などによって、満足度の高いサービスを実現

している運用会社をR&Iが毎年公表するものです。R&Iが発行する「年金情報」ならびに「ファンド情報」

それぞれの顧客向けアンケート等の結果に基づいており、当社は「総合」部門において2年連続で最優

秀賞を受賞しました。品質の高い商品およびサービスをタイムリーに届けるソリューション・プロバイダー

への進化の努力を、ご評価いただけたものと考えています。 
 
日本政府が「資産運用立国実現プラン」を掲げ、資産運用ビジネス高度化が求められる中、当社は今

後も、世界のお客様から選ばれる、日本を代表する運用会社になることを目指して、競争力のある商品・

サービスを投資家の皆様に提供していきます。 
 

※ 「R&I顧客満足大賞 2024」の詳細はR&Iホームページをご参照ください。 
 

 

以 上 

 
【「R&I顧客満足大賞2024」について】 

「R&I顧客満足大賞2024」は、R&Iが年金基金や投信販売会社それぞれに対して実施したアンケートに基づく参考

情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商

品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。アンケートの集計方式

等については、2024年3月11日発行「ファンド情報」掲載の当賞に関する記事を参照ください。当賞は、信用格付業

ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務（信用格付業以外

の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさない

ための措置が法令上要請されています。当賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属し

ており、無断複製・転載等を禁じます。 
  

https://www.r-i.co.jp/pension/news_flash/2024/03/news_flash_20240311_0.html
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＜野村アセットマネジメントからのお知らせ＞ 

投資信託および投資顧問サービス（投資助言業および投資運用業）に係るリスク・費用 

 

投資信託に係るリスクについて 
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないた

め、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価格が変動します。 
したがって投資家の皆様のご投資された金額を下回り損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異

なります。また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が

異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や

契約締結前交付書面をよくご覧下さい。 
 
投資信託に係る費用について 2024年3月現在 
ご購入時手数料・・・上限3.85％（税込み） 
投資家が投資信託のご購入のお申込みをする際に負担する費用です。販売会社が販売に係る費用として受け取

ります。手数料率等については、投資信託の販売会社に確認する必要があります。投資信託によっては、換金時

（および償還時）に「ご換金時手数料」等がかかる場合もあります。 
運用管理費用（信託報酬）・・・上限2.222％（税込み） 
投資家がその投資信託を保有する期間に応じてかかる費用です。委託会社は運用に対する報酬として、受託会社

は信託財産の保管・管理の費用として、販売会社は収益分配金や償還金の取扱事務費用や運用報告書の発送費

用等として、それぞれ按分して受け取ります。 
※一部のファンドについては、運用実績に応じて報酬が別途かかる場合があります。 
※ファンド・オブ・ファンズの場合は、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途か

かります。 
信託財産留保額・・・上限0.5％ 
投資家が投資信託をご換金する際等に負担します。投資家の換金等によって信託財産内で発生するコストをその

投資家自身が負担する趣旨で設けられています。 
その他の費用 
上記の他に、「組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料」、「ファンドに関する租税」、「監査費用」、

「外国での資産の保管等に要する諸費用」等、保有する期間等に応じてご負担いただく費用があります。運用状況

等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。 
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示する

ことができません。 
【ご注意】 
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につき

ましては、野村アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、投資家の皆様にご負担いただく、そ

れぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託に

より異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面

をご覧下さい。 
投資信託のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご

確認のうえ、ご自身でご判断下さい。 
 
投資顧問サービスに係るリスクについて 
お客様のために行なう金融商品取引行為については、株式、新株予約権付社債、公社債等に投資します（投資信

託・リミテッドパートナーシップ等を通じて投資する場合を含みます）ので、国内外の経済・政治情勢、金利変動、発

行体の業績や財務状況の変化等の影響により、投資する株式、通貨等の価格が下落し、損失が生ずるおそれが

あります。 
また、当商品ではデリバティブ取引を使用することがあります。同取引は証拠金の金額以上のレバレッジを活用し

て行なうことから、原資産となる有価証券や指数等の変動によって価格も変動し、差し入れた証拠金を上回る損失

が生じる可能性があります。またこのレバレッジの比率は投資方針や国内外の市場環境の変化等により、随時変

えていきますので事前に表示することができません。証拠金はデリバティブ取引を行なう期間、発注先証券会社の

計算に基づき当社が妥当であると判断した金額を契約資産から預託いたします。 
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投資顧問サービスに係る費用について 
・当資料は、直接的な勧誘を目的としたものではありません。将来的に運用商品を提供した場合、以下の諸費用が

発生します。一般的な計算方法の概要は以下のとおりになりますが、お客様との契約内容によって料率は異なり、

具体的な提示をすることはできません。 
・投資顧問サービスの対価として、一般に、契約資産額に対して予め定めた料率（a％）の投資顧問報酬が契約期

間に応じてかかります。 
計算方法：契約資産額×（a％）×契約期間日数/365＝該当期間の投資顧問報酬 
・投資一任契約内で、弊社の投資判断として投資信託を購入する場合があり、この場合は当該投資信託の購入に

かかる費用（投資信託の運用報酬、及び販売会社・管理会社の費用の他、投資信託の換金に際し、信託財産留

保額がかかる場合があります）が発生いたします。ただし、投資信託を購入する場合のうち、当該投資信託が当

社並びに当社グループが設定するものである場合、運用報酬の重複を防ぐために上記の投資顧問報酬の調整

を行います。調整の計算方法は個別の契約で別途定めますが、投資顧問報酬金額から当該投資信託に係る運

用報酬金額を控除することにより調整をいたします。 
・お客様との取り決めにより投資顧問報酬を成功報酬とする場合があります（また、上記との組み合わせとする場

合もあります）。なお、成功報酬については、予め定めた基準等にもとづき実際の運用実績等に応じて投資顧問

報酬が変動するほか、お客様と別途協議により取り決めさせていただくことから、事前に計算方法、上限額等を

示すことができません。 
・投資顧問報酬とは別に、有価証券売買委託手数料や、有価証券の保管等に係る諸費用が費用として発生し、契

約資産から控除されます。またこれらの費用は運用状況により変動するため事前に具体的な料率・上限額等を

表示することができません。 
 


